
中国本土－香港間の
　　　  経済貿易緊密化協定
Mainland and Hong Kong
Closer Economic Partnership Arrangement

(CEPA)

CEPAについて
中国本土－香港間の経済貿易緊密化協定（CEPA）
は、中国本土と香港により締結された初の自由貿
易協定です。2003年6月に協定の本文が調印さ
れ、続いて同年9月に付属文書が調印されました。
CEPAは開放的かつ発展的な自由貿易協定です。
ビルディング・ブロック方式を採用することで、中
国本土と香港は協定の適用範囲と内容の拡大を継
続的に推進してきました。
CEPAは中国本土と香港の間における互恵的な経
済協力を十分に体現するもので、香港の製品やサー
ビスが巨大な本土市場に参入する上での足掛かり
を提供するとともに、中国本土の長期的な経済発
展に貢献します。

CEPAの対象分野
CEPAが対象とする分野には、大きく分けて次の
3つがあります。
(1)商品貿易
商品貿易については、完全に自由化されました。
相互合意に基づくCEPAの原産地規則の要件を満
たす香港製品は、中国本土への輸出に際して関税
がかかりません。
（2）サービス貿易
香港でサービス産業に携わる企業ならびに個人は、
CEPAの優遇措置を利用することにより、中国本
土において多様なサービス分野での事業の設立、
拡大が可能です。
（3）貿易・投資の円滑化
総合的なビジネス環境を改善し、CEPAの効果的な実
施を促すため、中国本土と香港の双方はさまざまな分
野において協力を強化することで合意しています。
•  貿易・投資促進活動
•  通関手続きの円滑化
•  商品検査・検疫、食品安全、品質、標準化
•  電子商取引
•  法規の透明性
•  中小企業協力
•  産業協力
•  知的財産権保護
•  ブランド化における連携
•  教育における連携

CEPAのメリット
香港の製造業者：CEPA原産地規則の要件
を満たす香港製の商品は、中国本土への輸
出の際に関税がかかりません。
香港のサービス提供者（企業・個人）：香港
のサービス提供者は、サービス貿易におけ
る自由化・円滑化措置を利用して、多様な
サービス分野において中国本土で事業を設
立することができます。
香港の高度専門職従事者：香港の高度専門
職従事者は、中国本土職業資格試験の開放、
専門資格の相互承認、資格登録・開業の円
滑化などの措置を利用して、中国本土市場
への進出が可能です。
中国本土の企業：中国本土当局により、中国
本土企業が香港に投資する際の申請手続き
が簡素化されました。
外国投資家：CEPAは受益者の資本源を
制限していません。商品貿易に関して言え
ば、外国投資家は香港に生産ラインを設け、
CEPA原産地規則の要件を満たす商品の製
造を行うことで、関税を課されることなしに
それらの商品を中国本土へ輸出することが
できます。サービス貿易については、外国
投資家により香港で設立され、法人化され
た企業は、CEPAの措置を利用して中国本
土で事業を開始することができます。ただ
しその場合、企業がCEPAの規定する「香
港のサービス提供者」としての要件を満たし
ていることが条件となります。
香港の経済界：中国本土と香港は総合的な
ビジネス環境の改善を目指し、さまざまな
分野において貿易・投資の円滑化における
協力を強化しています。

CEPAのウェブサイト（http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html）では、CEPAの下での 
さまざまな自由化・円滑化措置の内容や、実施詳細についての情報を提供しています。中国本土において、
サービス分野の多様な業種で事業を設立する際の手続きや必要条件をまとめた「CEPAサービス分野情
報データベース」も、サイト上でご覧になれます。

工業貿易局（TID）では、CEPAに関するさまざまなご質問にお答えするお問合せホットラインを、 
下記の通り開設しています：

CEPA website (http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html) provides information on the 
content and implementation details of various CEPA liberalisation and facilitative measures, 
including the “Information Database on CEPA Service Sectors” which sets out the procedures 
and requirements of setting up business in different service industries in the Mainland.

Trade and Industry Department operates enquiry hotlines to handle various kinds of 
questions on CEPA:

お問合せ Enquiry

CEPAについての一般的なお問合せ

商品貿易―CEPA原産地規則、原産地証明書および
工場登録の申請

CEPAの下での商品貿易についての一般的なお問合せ

サービス貿易―「HKSS証明書」の申請

Tel : 852 2398 5667
Fax : 852 3525 0988
Email : cepa@tid.gov.hk

Tel : 852 3403 6432 / 2398 5531
Fax : 852 2787 6048
Email : cepaco@tid.gov.hk

Tel : 852 2398 5676
Fax : 852 2398 9973
Email : ma_registry@tid.gov.hk

Tel : 852 3403 6428
Fax : 852 3525 0988
Email : hkss@tid.gov.hk

香港特別行政区政府　工業貿易局
Trade and Industry Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
2012年8月
August 2012



Introduction
The Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) 
is the first free trade agreement concluded by the Mainland China and Hong Kong.  
Its main text and annexes were signed in June and September 2003 respectively.

CEPA is an open and developing free trade agreement.  Adopting a building block 
approach,  the Mainland and Hong Kong have continuously expanded the scope 
and content of the agreement.  

CEPA fully reflects the mutually beneficial economic co-operation between the 
Mainland and Hong Kong.  Not only does CEPA help open up the huge Mainland 
market for Hong Kong products and services, it also contributes to the long term 
economic development of the Mainland. 

Coverage of CEPA
CEPA covers three broad areas:

(1) Trade in Goods

Trade in goods has been fully liberalised.  Products of Hong Kong that fulfil the 
mutually agreed CEPA rules of origin (ROO) can enjoy zero tariff treatment upon 
importation into the Mainland.

(2) Trade in Services

Enterprises and individuals in service industries in Hong Kong can make use of 
preferential arrangements to set up and expand business in various sectors in the 
Mainland. 

(3) Trade and Investment Facilitation

Both sides have agreed to strengthen co-operation in various areas, with a view to 
improving the overall business environment and facilitating the effective implementation 
of CEPA: 
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Manufacturers in Hong Kong: All goods manufactured in Hong Kong that meet 
the CEPA ROO can enjoy zero tariff benefit upon importation into the Mainland.

Service suppliers in Hong Kong (enterprises and individuals): Hong Kong 
service suppliers can make use of the liberalisation and facilitative measures in 
trade in services to set up business in various service sectors in the Mainland. 

Professionals in Hong Kong: Hong Kong professionals may make use of 
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practise, etc. to enter the Mainland market.

Mainland enterprises: The Mainland streamlined the application procedures for 
Mainland enterprises to invest in Hong Kong. 

Foreign investors: CEPA does not impose restriction over the source of capital of 
beneficiaries.  For trade in goods, foreign investors can set up production lines in 
Hong Kong to produce goods that meet the CEPA ROO so as to enjoy zero tariff 
benefit on importation into the Mainland.  For trade in services, the companies 
incorporated and set up in Hong Kong by foreign investors can make use of the 
CEPA measures to start business in the Mainland, provided that they satisfy the 
eligibility criteria of “Hong Kong Service Supplier” stipulated under CEPA. 

The business community of Hong Kong: The Mainland and Hong Kong have 
been strengthening co-operation in trade and investment facilitation in various 
areas to improve the overall business environment. 



CEPAの下での商品貿易

ゼロ関税での中国本土への輸出
相互合意に基づくCEPA原産地規則の要件を満たす香港製品は、中国本土への輸出に際し
て関税がかかりません。

中国本土と香港はすでに、1,700品目（中国本土の関税区分による）を超える製品の
CEPA原産地規則について合意しています。大部分は製造工程に基づく原産地規則を採用
していますが、「関税コードの変更」、「付加価値比率」、あるいは当該製品の特性を考慮し
た規則のいずれかに拠るものもあります。

CEPA原産地規則について合意済みの品目リスト、ならびにその規則内容については、
CEPAのウェブサイト（http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html）をご覧く
ださい。

香港の製造業者は、現時点で未だCEPA原産地規則が定められていない品目について、年
2回開催される原産地規則会議での検討に含めるよう要請することができます。工業貿易
局（TID）から要請提出の手続きに関する公告が発行されており、CEPAウェブサイトか
らダウンロードしてご利用いただけます。

申請手続き
製造業者はまず、TIDに工場登録（FR）を申請し、自社の工場が輸出用の商品を製造する
のに十分な生産能力を有することを証明する必要があります。

ゼロ関税の優遇措置を受けるには、中国本土向け輸出品の貨物ごとに、TIDまたは政府認
可の認証機関（GACO）（注1）が発行するCEPA香港原産地証明書（CO（CEPA））の添付
が必要です。

工場登録とCEPA香港原産地証明書の申請手続きならびに発行条件は、TID発行の公告に
記載されています。CEPAウェブサイトからご参照ください。

「非政府発行の原産地証明書の保護条例」（第324 章）に基づき、原産地証明書の発行機関として指定された5つ
の政府認可の認証機構（GACO）は、香港中華製造業連合会 (The Chinese Manufacturers' Association of 
Hong Kong)、香港産業連盟 (Federation of Hong Kong Industries)、香港総商会 (Hong Kong General 
Chamber of Commerce)、香港インド商工会議所 (The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong)、な
らびに香港中華総商会 (The Chinese General Chamber of Commerce)。

（注1）
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CEPAの下でのサービス貿易

優遇措置を利用した中国本土への事業進出
CEPAの下、香港のサービス提供者は優遇措置を利用して、サービス分野の多様な業種におい
て中国本土で事業を設立することができます。これらの業種の多くは、香港が競争力を有する
分野です。

香港のサービス提供者（HKSS）の定義と認定
CEPAの定義する「香港のサービス提供者」（HKSS：Hong Kong Service Supplier）に該
当する香港の“個人”および“法人”は、共に中国本土の提供する優遇措置を受けることができ
ます。“個人”のHKSSは香港の永住者を指し、一方、“法人”のHKSSは、香港の関連法に基づ
いて香港で設立、組織された法人組織（会社、共同経営企業、独資企業など）で、3年から5年
の香港における事業の実績を有していることが条件となります。法人のサービス提供者はまず、
工業貿易局（TID）に申請し「HKSS証明書」を取得する必要があります。その後、中国本土の
関係当局に対し、CEPA待遇を受けて中国本土でサービスを提供するための申請を行います。
個人としてCEPA待遇を受けようとするサービス提供者は、「HKSS証明書」の申請は不要です。

専門資格の相互承認
CEPAは専門資格の相互承認を奨励し、専門職従事者の相互交流を促進します。すでに双方は
建設、証券・先物取引、会計、不動産などの分野における専門資格の相互承認について、合意
や取り決めに達しています。

CEPAに基づく自由化措置は、香港のサービス提供者に中国本土市場への優先的なアクセス権
を与えるものです。優遇内容は独資経営の許可、株式保有制限の緩和、登録資本金要件の引下げ、
所在地や業務範囲に関する制限の緩和など、さまざまな形態をとっています。

•  会計 •  保険 •  不動産
•  広告 •  学際的研究および実験開発サービス•  科学技術関連コンサルティング業務
•  航空輸送 •  法務 •  研究開発（R&D）
•  音響・映像（AV） •  図書館・博物館等文化サービス •  道路輸送
•  銀行 •  物流 •  証券・先物取引
•  ビル清掃 •  経営コンサルティング •  製造業関連業務
•  コンピュータおよび関連サービス •  海上輸送 •  採鉱付随業務
•  建設および関連エンジニアリング •  市場調査 •  経営コンサルティング関連業務
•  会議・展示会 •  医療 •  社会サービス
•  文化 •  その他ビジネスサービス •  スポーツ
•  流通 •  特許事務 •  倉庫
•  教育 •  撮影 •  技術試験・分析および製品試験
•  環境 •  職業紹介・人材派遣 •  電気通信
•  専門・技術資格試験 •  印刷 •  観光
•  貨物輸送代理 •  公益事業 •  商標事務
•  個人商店 •  鉄道輸送 •  翻訳・通訳
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サービス貿易における2012年の自由化措置

中国本土と香港は2012年6月29日、CEPA補充協定IXに調印し、一連の自由化・
円滑化措置を打ち出しました。この補充協定の全文は、工業貿易局（TID）のCEPA
ウェブサイト（http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html）からダウン
ロードできます。CEPA補充協定IXに盛り込まれた主要な措置は、次のとおりです。
会計：中国の公認会計士資格を取得した香港の専門職従事者は、前海地区において
合資による事務所のパートナーになることが試験的に認められます。また、香港の
会計事務所が本土において一時的な業務を行う場合の許可申請文書の要件が、適宜
簡素化されます。
建設：当該専門資格を取得した香港の専門職従事者は、広東省で登録し活動するこ
とが認められるとともに、広東省内における建設土木企業資格の申告に際して、登録
有資格者と認定されます。
医療：香港のサービス提供者（HKSS）は、中国本土において全額出資もしくは合弁
の医療機関を設立することが認められます。全額出資の病院および病後療養所を除
く医療機関には、本土の事業体や個人が設立した医療機関に適用されるのと同じ基
準と要件が適用されます。また、その設立申請は省レベルの衛生行政部門により認
可されます。
銀行：条件を満たした香港の銀行は、証券会社の顧客の決済資金および先物取引証
拠金の保管業務を行うことが認められます。
証券：条件を満たした香港の証券会社は、中国本土において合弁の証券投資コンサ
ルティング会社を設立することが認められます。その際、香港の証券会社の出資比
率の上限は49％です。
観光：中国本土で設立された香港の旅行代理店は、香港ならびにマカオへの団体旅
行の催行を申請することが認められます。また、条件を満たした中国本土・香港の
合弁旅行代理店は、香港・マカオ以遠の目的地（台湾を除く）への海外団体旅行を催
行することが試験的に認められます。
職業紹介・人材派遣：HKSSが北京市、天津市、上海市、重慶市、江蘇省、福建省に
おいて、全額出資の職業紹介会社や職業斡旋会社を設立する際に必要な最低登記資
本金は、これらの省と市において中国本土の企業に適用される要件に準じます。
印刷：HKSSは前海地区ならびに横琴新区で合弁会社を設立し、出版物やその他の
印刷物の印刷業務を行うことが試験的に認められます。ただし、HKSSの出資比率
は70％を超えてはならないと定められています。
会議・展示会：HKSSが中国本土に設立した合作企業は、海外での展示・展覧事業
を行うことが試験的に認められます。
個人商店：業務範囲の拡大を図るべく、従業員数ならびに店舗面積に関する制限が
撤廃され、広東省においては身分証明の要件も撤廃されます。
社会サービス：HKSSは本土において全額出資の営利企業という形態で、高齢者向
けサービス企業や、障害者向けサービス企業を経営することが認められます。
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